
5月12日(月) 公募説明会 Q&A

No 質問項目 質問内容 回答内容

1 事業全般 説明会資料は庁HPにアップされるのでしょうか 後日HPにて公開します。

2 事業全般

貴庁としては、あくまで今までにない新機軸のツ

アー造成と、Experience Manager育成の観点に

フォーカスしているのでしょうか。

既存のツアーであっても、ストーリー性等がしっかりと整理されているのであれば申請いただいて構いませ

ん。

3 事業全般

新規事業について、既存のツアーの改良が要件とあ

りますが、一部既存のツアー＋新たな地域での新規

観光プログラム造成で、ロングストーリーのツアー

を造成するのは対象になりますでしょうか。

「新たな地域での新規観光プログラム造成」とありますが、既に出来上がっている、あるいはツアーがまだ

出来上がっていないものの今年度内に、ある程度販売期間を設けることができる場合には、申請していただ

くことが可能です。

4 事業全般
商品造成は済んでいるツアーで、まだ催行実績が無

いツアーを改良する場合は対象になりますでしょう
対象になり得ます。

5 事業全般

令和６年度の実証事業で、上手くいっている事例

（真似すべき点）と、苦労している事例（念頭に置

いておくべき点）があればお教えいただきたいです

優良事例については、観光庁HPで公開しているロングストーリーツアーの造成に係る手引き【第二版】

（令和７年３月）に具体例等を記載しておりますので、ご確認いただければと思います。

（ご参考）

https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/inbound_kaifuku/chihoyukyaku/contents/koikishuyu/longstory_00001.html

6 事業全般

１月３０日までの実証期間内に、実際に訪日客によ

るツアーを催行した場合、それは対象になります

か。

事業期間内であれば対象になりますが、精算は完了させてください。また、ツアーを切り売り（分割して販

売）するのではなく、１週間以上のツアーを販売していただきますようお願いします。

7 事業全般

他事業者が販売している既存のツアーを組み入れて

ロングストーリー化をするのは、販売事業者が連携

体制に入っていれば問題ございませんでしょうか。

関係事業者と連携がとれているのであれば、問題ございません。

8 事業全般

販売先は海外でしょうか。国内含めて売れれば問題

ないでしょうか。また、想定される年間売上金額等

はありますか。

事業の目的が、外国人旅行者の地方における長期滞在を促進することであるため、基本的に、販売先は海外

が想定されます。また、年間売上金額の条件等はございませんが、ツアーの規模等によりきちんと根拠のあ

る想定になっているかどうかは、審査の際に見させていただきます。

9 ツアー内容
ロングストーリー構築にあたり、都市部と地方部の

バランスはどのようにお考えでしょうか。

地方部と都市部のバランスに指定はございませんが、事業の目的が外国人旅行者の地方における長期滞在を

促進することであるため、地方部は必ず入れていただきますようお願いいたします。

10 ツアー内容
東京と埼玉の２県をまたぐツアーは今回対象になり

ますか。

東京も埼玉も都市部に該当するかと思いますので、これらの地域のみでは本事業が想定している対象にはな

りません。地方部も加えていただくことで、対象になり得ます。

11
Experience Manager

（スルーガイド）

スルーガイドについてお伺いしたいのですが、同一

人物が一貫して旅程につくイメージでしょうか。
基本的には同一人物を想定しています。

12
Experience Manager

（スルーガイド）

スルーガイドは申請時に具体的な人物の提案が必要

でしょうか。
スルーガイドは、申請時に原則2名ご提案いただく必要がございます。

13
Experience Manager

（スルーガイド）

スルーガイドについて、一貫して同じ人物とのこと

でしたが、エリアごとにガイドを分担する場合は対

象にならないでしょうか。

スルーガイドは、基本的に、全行程についていくことを想定していますので、一貫して同じ人物で対応でき

るようにしてください。エリアごとのガイドについては、補足的にローカルガイドを充てて対応することは

可能です。

14
Experience Manager

（スルーガイド）

台湾をターゲットとして想定しているが、

Experience Managerの対応言語について、英語以外

の言語でもよいでしょうか。

ターゲットによっては英語以外の言語を主要としてかまいませんが、英語についても一定程度対応可能であ

ることは必要と考えています。

15 経費 概算払いのご相談は可能でしょうか。 本事業において、概算払いは基本的に想定しておりません。

16 経費
対象経費に含まれるものであれば、上限金額内です

べて支援していただけるということでしょうか。

支払い対象経緯費かどうかの確認はさせていただき、確認が取れたものについては、申請いただいたいてい

ればお支払いいたします。

17 経費

金銭のやり取りが発生するのはPTの事務局（代表

者）と観光庁で、PTが再委託などする場合は、PTが

立て替えて支払うという認識でよいでしょうか。

ご認識の通りです。


